
 

 別表 B 公益目的事業比率について 

 
 
 
 
 

別表B(1) 公益目的事業比率の算定総括表 
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この表の■欄を埋めていくことにより、公益目的事業比率の計算が完成します。 

（電子申請では自動計算されます。） 

小数点以下 1位未満の端数を四捨五入します。 

ⓐ 公益目的事業比率 ⓐ

ⓑ

別表 B(5)該当欄より転記します。 

ⓑ 各費用額の計算 

 

調整額がない場合や、既に公益目的事業比率が 50％以上となっており、調整額を加算する

必要がない場合は、別表 B(2)～B(4)は作成不要です。 



 
別表B(2) 土地の使用に係る費用額の算定 
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ⓐ

ⓑ 

ⓒ 

実際に支出し、経常費用の額に算入されているものを

控除することで、二重計上を排除します。 

ⓐ土地の使用に当たり負担した費用額(固定
資産税額等） 

土地の賃料相当額の計算方法は 

①不動産鑑定士等の鑑定評価 

②固定資産税の課税標準額を用いた倍率方式（3 倍以

内） 

③賃貸事例比較方式や利回り方式 

などから選択できます。 

ⓑ 土地の賃料相当額(4)の算定根拠 

公益目的事業比率の計算に際して調整する額の 1 つとして、「土地の使用に係る費用額」

について説明していただくものです。 

別紙２の「１．事業の一覧」の該当する事業番号を記

載してください。 

ⓒ事業番号 

ⓓ 

例えば公益目的事業と収益事業に共通に使っている

土地を費用額に算入する場合、公益目的事業だけでは

なく、収益事業についても適切に配賦しなければなり

ません。 

配賦額は、1 円単位で記載し、小数点以下の端数につ

いては適宜調整してください。 

ⓓ各事業ごとの土地使用方法、配賦額 

 

土地の使用に係る費用額につ

いて調整の必要がなければ、

この別表は作成不要です。 



  
融資に係る費用額について調

整の必要がなければ、この別

表は作成不要です。 

別表B(3) 融資に係る費用額の算定 

 
 
 公益目的事業比率の計算に際して調整する額の 1 つとして、「融資に係る費用額」につい

て説明していただくものです。  
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 ⓐ事業番号及び事業の内容 

別紙２の１．の「事業の一覧」に記載した「事業番号」

及び「事業の内容」を記載してください。 

ⓐ 

ⓑ 貸付の内容 ⓑ 

貸付金の名称、年額（月額）、期間等を記載してくだ

さい。 ⓒ 

ⓒ 貸付利率 ⓓ 
融資先に対する融資の貸付利率を記載してください。

ⓓ 借入れをして調達した場合の利率 

貸付の原資となる資金を借入れて調達した場合の借

入利率について記載してください。 
ⓔ 前事業年度末の長期プライムレートや貸出約定平均

金利を使用します。 

（記載例：□.□％ ○年×月の長期プライムレート）

ⓔ費用額に算入する額（7欄）の算定根拠 

「借入れをして調達した場合に必要となる費用の額」

から「当該融資によって実際に得られる利子収入の

額」を除いた額が「費用額に算入する額」となります。

ここでは、それぞれの額の算定根拠について説明して

ください。 
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無償の役務の提供等に係る費

用額について調整の必要がな

ければ、この別表は作成不要

です。 

別表B(4) 無償の役務の提供等に係る費用額の算定 

 
 
 公益目的事業比率の計算に際して調整する額の 1 つとして、「無償の役務の提供等に係る

費用額」について説明していただくものです。  
 
 
 ⓐ 役務提供等の内容 

誰もが無料で受けられる役務等は入りません。 

ⓑ 役務の提供があった事実を証する方法 

原則、提供者の署名、連絡先が必要になります。署名

がもらえない場合には、その理由と署名に代え証する

方法を記載します。 

ⓐ 

ⓑ 
ⓒ

ⓒ支払対価の額（役務提供に対し実際に支払
う額） 

役務の提供が無償により行われた場合に限らず、低廉

な対価や諸経費を法人が負担した場合にも必要対価

の額との差額が費用額に算入できます。この場合の法

人が負担した対価等を 6欄に記載します。 

ⓓ 

ⓓ 必要対価の額(5 欄)の算定根拠 

ⓔ ⓕ
専門家による専門サービスを受けた場合には、専門サ

ービスとしての対価となります。 

民間企業等からの出向者については、出向元からの給

与を指標とすることができます。 

また、役務提供地の最低賃金によることも可能です。

ⓔ事業番号 

別紙２の「１．事業の一覧」の該当する事業番号を記

載してください。 

ⓕ配賦額 

配賦額は、1 円単位で記載し、小数点以下の端数につ

いては適宜調整してください。 



 
別表B(5) 公益目的事業比率算定に係る計算表 

 
 
 公益目的事業比率の計算において、各事業別に費用額を配賦した結果を取りまとめる計算

をしていただくものです。〔その１〕に公益実施費用額を、〔その２〕に収益等実施費用額、

管理運営費用額及び費用額の配賦基準を記載します。 
 
 
 
 〔その１〕 
 

ⓐⅠ 事業実施に係る経常費用の額(事業費
の額） 

収支予算書の経常費用から転記します。 
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所在地（略記可）は別表 B(2) 1 欄、費用額は別表 B(2) 

9 欄より転記します。 

ⓑ Ⅱ 土地の使用に係る費用額 

貸付の内容（略記可）は別表 B(3) 3 欄、費用額は別

表 B(3) 7 欄より転記します。 

ⓒ Ⅲ 融資に係る費用額 

役務提供等の内容（略記可）は別表 B(4) 2 欄、費用

額は別表 B(4) 10 欄より転記します。 

ⓓ Ⅳ 無償の役務の提供等に係る費用額 

収支予算書の経常費用の額に認定法施行規則§15Ⅰ、

Ⅲ、Ⅳに定める財産の譲渡損、評価損、運用損の額が

計上されている場合のみ、マイナスで記載し、費用額

から減じます。 

また、認定法施行規則§15Ⅱに規定する財産の原価の

額が収支予算書の経常費用の額に計上されていない

場合には当該金額をプラスで記載し、費用額に加えま

す。 

ⓖ Ⅷ 財産の譲渡損等の額 

マイナスで記載してください。なお、引当金取崩益が

計上されない処理を行った場合には記載不要です。 

ⓕ Ⅶ 引当金の取り崩し額 

別表 C(5)【当年度】積立額を各事業区分に応じ転記し

ます。 

ⓔ Ⅴ 特定費用準備資金当期積立額 

ⓐ 

ⓑ 

ⓒ 

ⓓ 

ⓗⓔ 

ⓕ 

ⓖ 

ⓗ Ⅱ～Ⅷ 

該当する費用がなければ記載不要です。 



 
 〔その２〕 
 

ⓐⅠ 事業実施に係る経常費用の額(事業費
の額） ⓘ

収支予算書の経常費用から転記します。 ⓐ 

ⓑ Ⅱ 土地の使用に係る費用額 ⓑ 

所在地（略記可）は別表 B(2) 1 欄、費用額は別表 B(2) 

9 欄、配賦基準は別表 B(2) 10 欄より転記します。 
ⓒ 

ⓒ Ⅲ 融資に係る費用額 

ⓓ 融資にかかる費用額は、収益等実施費用額、管理運営

費用額には、その性質上計上することは出来ません。

ⓗ
ⓔ ⓓ Ⅳ 無償の役務の提供等に係る費用額 

役務提供等の内容（略記可）は別表 B(4) 2 欄、費用

額は別表 B(4) 10 欄、配賦基準は別表 B(4) 11 欄より

転記します。 

ⓕ 
ⓔ Ⅴ 特定費用準備資金当期積立額 

別表 C(5)【当年度】積立額を各事業区分に応じ転記し

ます。 
ⓖ 

ⓕ Ⅶ 引当金の取り崩し額 

マイナスで記載してください。なお、引当金取崩益が

計上されない処理を行った場合には記載不要です。 
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収支予算書の経常費用の額に認定法施行規則§15Ⅰ、

Ⅲ、Ⅳに定める財産の譲渡損、評価損、運用損の額が

計上されている場合のみ、マイナスで記載し、費用額

から減じます。 

また、認定法施行規則§15Ⅱに規定する財産の原価の

額が収支予算書の経常費用の額に計上されていない

場合には当該金額をプラスで記載し、費用額に加えま

す。 

ⓗ Ⅱ～Ⅷ ⓖ Ⅷ 財産の譲渡損等の額 

該当する費用がなければ記載不要です。 

ⓘ 合計（参考） 

〔その 1〕の公益実施費用額と、〔その 2〕の収益等実

施費用額及び管理運営費用額の合計を記載します。該

当する費用がなければ記載不要です。 



 
≪参考≫ 収支予算書内訳表からの転記の方法 
     （公益目的事業比率、遊休財産額の保有上限額） 

 
 
 
 
 
 
 

○○ ×× 共通 小計 △△ □□ 共通 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（1）経常収益

事業収益

・・・・・・

・・・・・・

　経常収益計

（2）経常費用

事業費

給料手当

退職給付費用

減価償却費

・・・・・・

管理費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

減価償却費

・・・・・・

　経常費用計

　評価損益等調整前当期経常増減額

　投資有価証券評価損益等

　当期経常増減額

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

・・・・・・

（2）経常外費用

・・・・・・

Ⅱ　指定正味財産増減の部

・・・・・・

Ⅲ　正味財産期末残高

科　　　目

収支予算書内訳表

平成X年4月1日から平成X+1年3月31日まで

（単位：円）

公益目的事業会計 法人
会計

内部取
引消去

合計
収益事業等会計
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この欄の数字を 
別表 B(5)〔その１〕の

この欄の数字を 
別表 C(1)の 
17 欄に記載 

Ⅰ欄に記載 

この欄の数字を 
別表 B(5)〔その２〕の 
Ⅰ欄に記載 
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